
地
ち

5 方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

の働き

答え

1 ア
 （例）多くの公立の高等学校は都
道府県が運営して

2　エ
考え方

1 地方公共団体が制定する条
じょう

例
れい

は，
国
こっ

会
かい

が制定した法
ほう

律
りつ

の範
はん い

囲内
ない

で定めるこ
とができます。また，都道府県・市区町

ぎ

村議会（地方議会）の議員
いん

と市区町村長
ひ

の被選
せん

挙
きょ

権
けん

は 衆
しゅう ぎ

議院
いん

議員と同じ 25才
以上であるのに対して，都道府県知事の
被選挙権は参

さん ぎ

議院
いん

議員と同じ 30才以上
です。なお，地方議会の議員と首長の任
期はともに 4年間です。

たとえば警察の仕事を都道府県が
担
たん

当
とう

し，消防・救急の仕事を市町村が担
当しているように，地方公共団体のなか

やく

割
わり

の分
ぶん

にも役 があります。担
たん

2　地方公共団体の首長が，直接住民に選
挙で選ばれる点，そして条例や予算に関
する議会の議決に対して再

さい ぎ

議（話し合い
のやり直し）を求める拒

きょ ひ

否権
けん

をもってい
る点は，アメリカ合

がっ

衆
しゅう

国
こく

（アメリカ）
だいとうりょう

と連
れん

邦
ぽう ぎ

会
かい

領統の大 議 （アメリカの国会）
の関係とよく似ています。都道府県議会
や市区町村議会が一

いち

院
いんせい

に

に対し，国会が二院
いん

制
せい
制となっているの
をとっているのは，

国会が法律を定める唯
ゆい

一
いつ

の機関であり，
その決定が国民全体に深くえいきょうを
およぼすため，地方議会よりもいっそう
議論を重ね，慎

しん

重
ちょう

に判断を下すことが
求められているからです。

かま

 鎌倉
くら

時
じ

代
だい

答え

1 イ　　 ア
2

まさ

Ｘ：（北条）政
こ

子
Ｙ：（北条）時

とき

宗
むね

 （例）新たな領地を御
ご け

家人
にん

たちに
あたえることができなかった

丸つけのポイント

2 「領地をあたえることができな
かった」という内容があれば正解です。
「わずかな者にしか領地をあたえられな
かった」という表現でもよいでしょう。
「御家人」は「武士」でもかまいません。
考え方

1 1167年は 平
たいらの

清
きよ

盛
もり

が太
だい

政
じょう

大
だい

臣
じん

に任じられた年，1221年は幕府と朝
ちょう

廷
てい

が対立した承
じょう

久
きゅう

の乱
らん

が起こった年，
1274年は一度目の元

げん

の日本へのこう
げきである文

ぶん

永
えい

の役
えき

が起こった年です。
しゅ ご じ

は国ごとに置かれ，地頭
とう

私
し

有
ゆう ち

地
守護 は
ごとに置かれました。よって，アが

まちがいです。
2 Ｘ　北条政子は 2代執

しっ

権
けん

の北
ほう

条
じょう

義
よし

時
とき

をたすけ，承久の乱のとき，なき源
頼朝の妻として，御家人に対して団結し
て朝廷と戦うことをうったえました。

  Ｙ　北条時宗は，8代執権として御
家人たちに命令を発し，二度の元のこう
げきをしりぞけました。

元軍との戦いの後，元から何も手
に入れられなかったため，幕府は御家人
に新たな領地をあたえることができませ

ほう

公
こう

にご恩
おん

んでした。命がけの奉 でむくい
ることができない幕府に対して，御家人
たちの不満は高まっていきました。



めい

5 明治
じ

時
じ

代
だい

答え

1 Ａ：陸
む つ

奥宗
むね

光
みつ

Ｂ：領
りょう じ

事裁
さい

判
ばん

権
けん

Ｃ：小
こ

村
むら

寿
じゅ た

太郎
ろう

Ｄ：関
かん

税
ぜい じ

自主
しゅ

権
けん

（例）日本製の製品が売れなくなる
2 ウ　　 イ
丸つけのポイント

1 「日本製の製品が売れない」という
内容があれば正解です。「外国製品のほ
うが売れる」などの表現でもよいでしょ
う。
考え方

1 1894年，外務大臣の陸奥宗光は，
イギリスとの交

こう

渉
しょう

の結果，領事裁判権
はい

止の廃
し

を実現しました。また，1911
年，外務大臣の小村寿太郎は，アメリカ
がっ

衆
しゅう

国
こく

合 などとの交渉の結果，関税自主
権の回復を実現しました。

関税自主権は，輸入品にかける関
税を自由に決める権利です。安い外国製
品が大量に輸入されたとき，関税をかけ

ね

段
だん

ることによって輸入品の値 を上げ，国
内産の製品が売れなくなることを防ぐこ
とができます。日本には関税自主権がな
かったため，外国製品の輸入によって国
内の産業が打

だ

撃
げき

を受けました。
2 発表メモ中の「紡

ぼう

績
せき

工
こう

場
じょう

」（綿
めん し

糸
をつくる工場），「日清戦争のころには，
せんい製品をつくる軽工業がさかんに
なった」などがヒントとなります。

Ｙにはア，Ｚにはウがあてはまり
つ だ うめ

ます。エは津田梅子
こ

の説明です。


	GU6_syakai_kaitou_04
	GU6_syakai_kaitou_09
	GU6_syakai_kaitou_15
	GU5_syakai_kotae
	GU5_rika_kotae
	空白ページ
	空白ページ





